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は じ め に

◇  本冊子は令和６年度診療報酬改定・眼科関連事項を整理し、令和６年３月５日の官報告示、
３月上旬時点での厚生労働省資料をもとに作成しました。

◇  令和６年度診療報酬改定率は診療報酬+0.88%、薬価等－1.00％となり、４月薬価・６月本
体施行、トリプル改定、医療従事者の賃上げ、医療DXの推進、感染症対策推進（改正感染
症法、第８次医療計画)、医療機関と介護保険施設連携、外来医療機能分化・強化［後発医
薬品使用促進や安定供給]、長期収載品の給付見直し、調剤基本料の適正化などがポイント
となっています。

◇  各論的には、初再診料、一般名処方加算、外来後発医薬品体制加算の増点、医療情報取得加
算への名称変更、医療DX推進体制整備加算の新設、眼底三次元画像解析、細隙灯顕微鏡検
査（前眼部及び後眼部)、院外処方箋料、薬剤情報提供料の減点、短期滞在手術等基本料１
で多くの眼科手術での区分変更による減点、短期滞在手術等基本料３で片側・両側の設定と
点数の見直しが行われます。外保連または内保連経由で眼科関連学会から提出された要望項
目（日本の眼科95巻２号P232～P237参照）の一部が新設されています。

◇  特例措置である外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ)(Ⅱ）は、過去１年間の基本給総額と直
近３ケ月の初診・再診・訪問診療の算定回数を厚労省自動計算支援「ツール」に入力し賃金
増率や賃上げ総額を計算し届出するかどうか各医療機関で判断するものです。医療従事者の
職種や勤務年数、雇用形態（常勤、非常勤、パート、派遣等）は千差万別であり処遇改善
に必要な金額は異なります。試算の結果、賃金増率が1.2％に満たない無床診療所は評価料
（Ⅱ）を上乗せし算定します。評価料（Ⅱ）は「ツール」でのＡ定数により８区分の中から
適合する区分点数を各医療機関に選択させ、賃上げ促進税制活用も組み合わせて考慮するも
のとなっています。なお近畿厚生局へ届出、賃上げ計画書、実績報告書提出が求められま
す。医療従事者の賃上げについては各医療機関にてご判断願います（本会へのお問い合わせ
にはご対応できません)。

◇  印刷製本の関係上、本冊子は３月上旬までの情報にて作成しております。詳細な点は今後の
厚労省疑義解釈や通知をご参照願います。本会ホームページ会員ページの令和６年度診療報
酬改定及び健保関連事項の欄に随時掲載を予定しております。また本冊子と共に「配布資料
２」レセプト請求の留意点、｢眼科健保ハンドブック」も併せてご参照ください。

 令和６年３月　一般社団法人大阪府眼科医会
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 ［令和６年３月５日厚生労働省告示・通知］
 薬価４月・本体６月施行　

 一般社団法人大阪府眼科医会　
 日時：令和６年３月30日(土)　
 場所：毎日新聞オーバルホール

令和６年度診療報酬改定　
　　　　　　眼科関連事項

総　論

令和６年度診療報酬改定
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令和6年度診療報酬改定

令和6年度診療報酬改定

１．診療報酬＋0.88％［国費800億円程度（令和６年度予算額。以下同じ)］

※１ うち、※２～４を除く改定分　＋０．４６％
　　　　　　　　 各科改定率医科　＋０．５２％
　　　　　　　　　　　　　 歯科　＋０．５７％
　　　　　　　　　　　　　 調剤　＋０．１６％
　　　 40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工

所等で従事する者の賃上げに資する措置分（＋0.28％程度）を含む。
※２  うち、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種（上記※1を除く）について

令和６年度にベア＋2.5％、令和７年度にベア＋2.0％を実施していくための特例
的な対応＋0.61％

※３  うち、入院時の食費基準額の引き上げ（１食当たり30円）の対応
　　 （うち、患者負担については、原則、１食当たり30円、低所得者については所得
区分等に応じて10～20円）＋0.06％

※４  うち、生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化
▲0.25％

 （注）令和６年６月施行

２．薬価等

　① 薬価　　　▲0.97％（国費▲1,200億円程度）
　② 材料価格　▲0.02％（国費▲　 20億円程度）
　　　　 合計　▲1.00％（国費▲1,200億円程度）
　※ イノベーションの更なる評価等として、革新的新薬の薬価維持、有用性系評価の
充実等への対応を含む。

　※ 急激な原材料費の高騰、後発医薬品等の安定的な供給確保への対応として、不採
算品再算定に係る特例的な対応を含む。（対象：約2000品目程度）

　※ イノベーションの更なる評価等を行うため、後述の長期収載品の保険給付の在り
方の見直しを行う。

 （注）令和６年４月施行（材料価格は令和６年６月施行）
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令和6年度診療報酬改定

３．診療報酬・薬価等に関する制度改革事項

　　 上記のほか、良質な医療を効率的に提供する体制の整備等の観点から、次の項目
について、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて、改革を着実に進める。

　　・医療DXの推進による医療情報の有効活用等
　　・調剤基本料等の適正化

　　 加えて、医療現場で働く方にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％の
ベースアップへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。

　　 あわせて、今回の改定による医療従事者の賃上げの状況、食費を含む物価の動
向、経営状況等について実態を把握する。

令和6年度診療報酬改定

４．医療制度改革

　　長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、

　　 選定療養の仕組みを導入し後発医薬品の上市後５年以上経過したもの又は後発医薬品
の置換率が50％以上となったものを対象に、後発医薬品の最高価格帯との価格差の
４分の３までを保険給付の対象とすることとし令和６年10月より施行する。

　　 また薬剤自己負担の見直し項目である「薬剤定額一部負担」｢薬剤の種類に応じた自
己負担の設定」｢市販品類似の医薬品の保険給付の在り方の見直し」について、引き
続き検討を行う。
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令和6年度診療報酬改定

各論（眼科関連)
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外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)

賃上げ額試算　外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

　対象職員給与総額（2023年３月～2024年２月）

　初診・再診・訪問診療の回数

　（2023年12月～2024年２月）

　　　　　　↓　　　　　厚労省「試算支援ツール」

賃金増加率表示

　1.2%に満たない無床診療所　

　外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）を加えて算定

　８区分（１～８）の選択

　　　　　　↓

届出（6月～評価料算定の場合には厚生局へ）

　賃上げ計画表（実績報告、抽出時回答要）

＊厚生労働省YouTubeアーカイブ参照のこと

A000　初診料
外来診療における標準的な感染防止対策を日常的に講じることが必要となった事職員の賃
上げを実施すること等の観点から、初再診料の評価を見直す。
初診料を３点、再診料と外来診療料をそれぞれ２点引き上げる。

初診料 改定後 現行

初診料
情報通信機器を用いた場合
紹介のない場合
紹介のない場合・情報通信機器を用いた場合
妥結率が低い場合
妥結率が低い場合・情報通信機器を用いた場合
同一日２科目
同一日２科目・情報通信機器を用いた場合
同一日２科目・紹介のない場合
同一日２科目・紹介のない場合・情報通信機器を用いた場合
同一日２科目・妥結率が低い場合
同一日２科目・妥結率が低い場合・情報通信機器を用いた場合

291点
253点
216点
188点
216点
188点
146点
127点
108点
94点
108点
94点

288点
251点
214点
186点
214点
186点
144点
125点
107点
93点
107点
93点
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A001　再診料
【改定のポイント】
　初診料：３点アップ
　再診料：２点アップ

再診料及び外来診療料 改定後 現行

再診料
情報通信機器を用いた場合
妥結率が低い場合
同一日２科目
同一日２科目・妥結率が低い場合

外来診療料（200床以上の病院）
情報通信機器を用いた場合
紹介がない場合
妥結率が低い場合
同一日２科目
同一日２科目・紹介がない場合
同一日２科目・妥結率が低い場合

75点
75点
55点
38点
28点

76点
75点
56点
56点
38点
28点
28点

73点
73点
54点
37点
27点

74点
73点
55点
55点
37点
27点
27点
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医療情報取得加算（初再診料の加算点数)
【改定のポイント】
　　名称変更：（現　行）医療情報・システム基盤整備体制充実加算 
　　　　　　　（改定後）医療情報取得加算
　　点数変更：下記表に整理

マイナンバーカード保険証 改定後 現行

初診 マイナ保険証利用しない時 医療情報取得加算１

３点（月１回に限り）

医療情報・システム基盤整備
体制充実加算１
４点（月１回に限り）

マイナ保険証利用時又は
他の医療機関から診療情報
提供を受けた時

医療情報取得加算２

１点（月１回に限り）

医療情報・システム基盤整備
体制充実加算２
２点（月１回に限り）

再診 マイナ保険証利用しない時 医療情報取得加算３

２点（３ケ月に１回）

医療情報・システム基盤整備
体制充実加算３
（令和５年12月廃止）

マイナ保険証利用時又は
他の医療機関から診療情報
提供を受けた時

医療情報取得加算４

１点（３ケ月に１回）
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〈参考〉医療情報取得加算（初再診料の加算点数)
【基本的な考え方】
　　 保険医療機関や薬局にてオンライン資格確認等システム導入が原則義務化され体制が整備さ
れていることを踏まえて初診時等の診療情報・薬剤情報の取得活用の評価が見直された。

　　名称変更：(現行）医療情報・システム基盤整備体制充実加算 →（改定後）医療情報取得加算
【加算点数・算定要件】

医療情報取得加算 点数 算定要件［注15、注18（現行内容削除・新設)]

医療情報取得加算１ ３点 施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得
した上で初診を行った場合に月１回に限り３点を所定点数に加算する。

医療情報取得加算２ １点 電子資格確認（健康保険法第３条第13項規定）により患者に係る診療情
報を取得等した場合又は他の保険医療機関から診療情報等の提供を受けた
場合にあっては月１回に限り１点（医療情報取得加算２）を初診料に加算
する。

医療情報取得加算３ ２点 施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得
した上で再診を行った場合に３月に１回に限り２点を所定点数に加算する。

医療情報取得加算４ １点 電子資格確認（健康保険法第３条第13項規定）により患者に係る診療情
報を取得等した場合又は他の保険医療機関から診療情報等の提供を受けた
場合にあっては３月に１回に限り１点（医療情報取得加算４）を再診料に
加算する。

【施設基準】第３初・再診料の施設基準等　３の７医療情報取得加算の施設基準（略）

(新設）医療DX推進体制整備加算（初診料の加算点数)

【改定のポイント】
　（新設）医療DX推進体制整備加算８点（初診時、医科は月１回に限り）
　　施設基準：疑義解釈、経過措置、届出、掲示（待合、WEB）に留意

主な施設基準 経過措置

オンライン請求を行っていること。

オンライン資格確認を行う体制を有していること。

医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う
診察室、手術室または処置室等において、閲覧または活用できる体
制を有していること。

電子処方箋を発行する体制を有していること。 2025年３月31日まで

電子カルテ共有サービスを活用できる体制を有していること。 2025年９月30日まで

マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有
していること。〈2024年10月１日から適用〉

医療DX推進の体制に関する事項および質の高い診療を実施するた
めの十分な情報を取得し、および活用して診療を行うことについ
て、当該保険医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲示
していること。

2025年５月31日まで
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〈参考〉医療DX推進体制整備加算
（新設）医療DX推進体制整備加算　８点

【基本的な考え方等】
　 オンライン資格確認により所得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制
を整備し、利用実績に応じた評価、また電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを
導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評
価を新設する。施設基準項目があり、項目により経過措置が設けられている。

【算定要件】
　 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機
関を受診した患者に対して、初診を行なった場合は、医療DX推進整備加算として、月
１回に限り、８点を所定点数に加算する。

〈参考〉医療DX推進体制整備加算（初診料の加算点数)

【施設基準】届出
（1） 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令（昭和51年厚生労働省

令第36号）第１条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行なっていること。
（2）健康保険法第３条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
（3） 医師が電子資格確認を利用して取得した診療情報を診療を行う診察室、手術室又は

処置室等において閲覧又は活用できる体制を有していること。
（4）電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
（5）電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
（6）マイナンバーカードの健康保険証利用について実績を一定程度有していること。
（7） 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を

取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該医療機関の見やすい場所に掲
示していること。

（8)（7）の掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。
【経過措置】
（1）令和７年３月31日までの間に限り、(4）に該当するものとみなす。
（2）令和７年９月30日までの間に限り、(5）に該当するものとみなす。
（3)（6）については、令和６年10月１日から適用する。
（4）令和７年５月31日までの間に限り、(8）に該当するものとみなす。
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時間外対応加算（再診料の加算点数)
【改定のポイント】
　 時間外対応加算について時間外の電話対応等の多様な在り方を考慮した評価体系に見直
しがなされた。時間外の電話対応に常時対応できる体制として非常勤職員等が対応し医
師に連絡した上で当該医師が電話等を受けて対応できる体制の評価が新設された（時間
外対応加算２)。現行の時間外対応加算１～３から、改定後は時間外対応加算１～４の
区分となり、施設基準の新設や変更がある。

時間外対応加算［算定要件］注10

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において再診を行った場合には当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞ
れ所定点数に加算する。

改定後 現行

　　　　イ　時間外対応加算１　　５点
（新設）ロ　時間外対応加算２　　４点
　　　　ハ　時間外対応加算３　　３点
　　　　ニ　時間外対応加算４　　１点

イ　時間外対応加算１　　５点

ロ　時間外対応加算２　　３点
ハ　時間外対応加算３　　１点

時間外対応加算（再診料の加算点数)
【施設基準の比較】

加算
点数

診療所
医師・看護職員・事務職員等

時間外対応体制
（診療所を継続受診している患者さんからの電話等
による問い合わせ）

１ 常勤あるいは
非常勤（週３日以上常態勤務かつ
所定労働時間が週22時間以上）

・常時対応できる体制

２
新設

非常勤 ・常時電話等により対応できる。
・必要に応じ診療録を閲覧できる。
・ やむを得ない事由により電話等による問い合わせ
に応じることができなかった場合でも速やかに患
者にコールバックできる。

３ 常勤あるいは
非常勤（週３日以上常態勤務かつ
所定労働時間が週22時間以上）

・ 標榜時間外の夜間の数時間は対応できる。
・ 標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間にやむを
得ない事由により電話等による問い合わせに応じ
ることができなかった場合でも速やかに患者に
コールバックできる。

４ 当該保険医療機関あるいは他の保
健医療機関との連携により対応で
きる体制

・ 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間
において患者又はその家族等から電話により療養
に関する意見を求められた場合に対応できる。
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検査料（眼科学的検査等)
◯  外来診療の実態を踏まえ、効率的な検査、処置及び麻酔の実施を図る観点から、一部
の検査、処置及び麻酔の評価の見直しが行われる。

◯  先進医療として実施されている遺伝子パネルによる遺伝性網膜ジストロフィの遺伝子
検査が保険導入され、遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査が新設された。

　 検体検査判断料　注６遺伝カウンセリング加算の対象に追加されている。

区分 項　目 改定後 現行

眼科学
的検査

D006-30　遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査
D026　　　 検体検査判断料
　注１～５　（略）
　注６　　 ‥（略）‥区分番号D006-26に掲げる染色体

構造変異解析及び区分番号D006-30に掲げる
遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査をいう‥
（略）

D256-2　　眼底三次元画像解析

D257　　細隙灯顕微鏡検査（前眼部及び後眼部）

20500点

190点

110点

（新設）

200点

112点

検査料（検体検査等)
◯  衛生検査所検査料金調査により、保険償還価格と実勢価格の剥離が大きい検査が見直
しされる。

区分 項　目 改定後 現行

血液化
学検査

D007　血液化学検査
注　 患者から１回に採取した血液を用いて本区分の１から８
までに掲げる検査を５項目以上行った場合は、検査の項
目数に応じて次に掲げる点数により算定する

　　イ・ロ　（略）
　　ハ　10項目以上

D012　感染症免疫学的検査
　　　29　 クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体、クラ

ミジア・トラコマチス抗原定性
　　　38　 アデノウイルス抗原定性（糞便を除く)、肺炎球

菌細胞壁抗原定性　
　　　39　淋菌抗原定性、
　　　　　 単純ヘルペスウイルス抗原定性
　　　　　 単純ヘルペスウイルス抗原定性（皮膚）

103点

152点

179点

180点

106点

156点
(新設)
184点

180点

(新設)
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F400 処方箋料
◯  医療DX及び医薬品の安定供給に資する取組を更に推進する観点から処方等に係る評価
体系の見直しを行う。

　【改定のポイント】院外処方箋料は、８点引き下げられる。

改定後 現行

【処方箋料】
１　 ３種類以上の抗不安薬、３種類以上の睡眠薬、３種類以上の抗うつ
薬、３種類以上の抗精神病薬又は４種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の
投薬（臨時の投薬等のもの及び３種類の抗うつ薬又は３種類の抗精神
病薬を患者の病状等によりやむを得ず投薬するものを除く。）を行っ
た場合

２　 １以外の場合であって、７種類以上の内服薬の投薬（臨時の投薬で
あって投薬期間が２週間以内のもの及び区分A001に掲げる再診料の
注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。）を行った
場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して１年以上継続
して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬（当該症状を有する患者に
対する診療につき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医
師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。）を行った
場合

３　１及び２以外の場合

20点

32点

60点

28点

  40点

68点

F400 処方箋料（一般名処方加算)
①  一般名処方加算について医薬品の供給不足等の場合における治療計画の見直し等に対
応できる体制の整備並びに患者への説明及び院内掲示に係る要件を設けるとともに、
評価を見直す。

　【改定のポイント】　一般名処方加算は３点引き上げられる。

改定後 現行

F400 処方箋料　
［算定要件］
注７　 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関において、薬剤の一般
名名称を記載する処方箋を交付した場合
は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げ
る点数を処方箋の交付１回につきそれぞ
れ所定点数に加算する。

　　イ　一般名処方加算１　１０点
　　ロ　一般名処方加算２　　８点

F400 処方箋料
［算定要件］
注７　 薬剤の一般名名称を記載する処方箋を交

付した場合は当該処方箋の内容に応じ、
次に掲げる点数を処方箋の交付１回につ
きそれぞれ所定点数に加算する。

　　イ　一般名処方加算１　７点
　　ロ　一般名処方加算２　５点
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F400 処方箋料（同一敷地内薬局に関する評価の見直し)

◯  同一敷地内薬局への対応として、医薬品備蓄等の効率性、医療経済実態調査に基づく
薬局の費用構造、損益率状況、同一敷地内での医療機関との関係性等を踏まえ、評価
を見直す。

◯  １月あたりの処方箋交付が平均4000回を超える医療機関が当該医療機関の交付する
処方箋による調剤の割合が９割を超える薬局と不動産取引等の特別な関係を有する場
合の処方箋料の評価を見直す。

改定後 現行

F400 処方箋料　
［算定要件］
注１～８（略）
注９ 　１、２及び３について、直近３月に処方箋を交付した回数が一定
以上である保険医療機関が、別表第三調剤報酬区分番号00調剤基本
料Aを算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方
箋を受け付けているものと、不動産取引等その他の特別な関係を有
する場合は、１、２又は３の所定点数に代えて、それぞれ18点、
29点又は42点を算定する。

F400 処方箋料
［算定要件］
注１～８（略）
（新設）

F100 処方料　外来後発医薬品使用体制加算（院内処方)

②  後発医薬品使用体制加算（入院患者)、外来後発医薬品体制加算（外来患者）につい
て、医薬品の供給が不足した場合における治療計画の見直し等に対応できる体制の整
備、並びに患者への説明及び院内掲示にかかる要件を設けるとともに評価を見直す。

改定後 現行

外来後発医薬品使用体制加算
１外来後発医薬品使用体制加算１　　施設基準(1)
２外来後発医薬品使用体制加算２　　施設基準(2)
３外来後発医薬品使用体制加算３　　施設基準(3)

８点
７点
５点

５点
４点
２点

［施設基準］＊(1)(2)(3)　変更・新設：共通

改定後 現行

施設基準　＊(1)(2)(3）一括表示し要約した。
イ～ハ（略）
ニ　 医薬品の供給が不足した場合に医薬品の処方等の変更等に関して
適切な対応ができる体制が整備されていること。

ホ　 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨並びにニの体制に
関する事項並びに医薬品の供給状況によって投薬を変更する可能
性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することに
ついて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

へ　 ホの掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。

施設基準（1)(2)(3)
イ～ハ　（略）
（新設）

ニ　 後発医薬品の使用に積極的
に取り組んでいる旨を当該
保険医療機関の見やすい場
所に掲示していること。

（新設）
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F100 処方料〈参考〉後発医薬品使用体制加算　入院

改定後 現行

【後発医薬品使用体制加算】
１　後発医薬品使用体制加算１　　施設基準(1)
２　後発医薬品使用体制加算２　　施設基準(2)
３　後発医薬品使用体制加算３　　施設基準(3)

８７点
８２点
７７点

４７点
４２点
３７点

［施設基準］＊(1)(2)(3)　変更・新設：共通

改定後 現行

［施設基準］　＊(1)(2)(3)　一括表示し要約した。
イ～ハ　（略）
ニ　 医薬品の供給が不足した場合に当該保険医療機関における治療計
画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有していること。

ホ　 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨並びにニの体制に関
する事項並びに医薬品の供給状況によって投薬を変更する可能性が
あること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することにつ
いて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

へ　 ホの掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。
［経過措置］
　 令和７年５月31日までの間に限り、(1)(2)(3）のへに該当するも
のとみなす。

［施設基準］　(1)(2)(3)
イ～ハ　（略）
（新設）

ニ　 後発医薬品の使用に積極的
に取り組んでいる旨を当該
保険医療機関の見やすい場
所に掲示していること。

（新設）

B011-3 薬剤情報提供料（院内処方)
③  医療DXの推進による効率的な処方体系の整備が進められていること並びに一般名処方
加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算の見直しに伴い、薬剤
情報提供料及び処方箋料の点数を見直す。

改定後 現行

薬剤情報提供料 ４点 １０点

【改定のポイント】
　院外処方箋料　：８点減点
　薬剤情報提供料：６点減点
　一般名処方加算：３点増点
　外来後発医薬品体制加算：３点増点
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まとめ（処方料、処方箋料 等)
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注射料
【改定のポイント】
　・ 眼科の注射料では、医療技術評価分科会に提案があった項目の中より硝子体注射に未
熟児加算が新設された。

　・下記表のようにいくつかの項目で点数が引き上げられる。

項目　　　摘要 改定後 現行

G000　　皮内、皮下及び筋肉内注射（１回につき）
G001　　静脈内注射
　　　　　（６歳未満の乳幼児に対して行った場合）
G004　　点滴注射
　　　　　500mlを越える場合
　　　　　その他の場合
　　　　　（６歳未満の乳幼児。１日注射量100ml以上）
G012　　結膜下注射
G014　　球後注射
G015　　テノン氏嚢内注射
G016　　硝子体内注射
　　　　　注　未熟児に対して行った場合（未熟児加算）

25点
37点
52点

102点
53点
105点
42点
80点
80点
600点

(600点)

22点
34点
48点

99点
50点
101点
27点
60点
60点
580点
(新設)

手術料
【改定のポイント】
　 眼科手術では医療技術評価分科会に提案された項目の中から、毛様体光凝固術に眼内内
視鏡を用いるもの、その他のもの、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術
が新設された。この他いくつかの手術で点数が増点されている。

区分　　　摘要 改定後 現行

K001　　皮膚切開術　3 長径20cm以上
K239　　眼球内容除去術
K241　　眼球摘出術
K256　　角膜潰瘍結膜被覆術
K257　　角膜表層除去併用結膜被覆術
K259-3　ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術
K261　　角膜形成手術
K271　　毛様体光凝固術　１ 眼内内視鏡を用いるもの
　　　　　　　　　　　　　２ その他のもの
K278　　硝子体注入・吸引術
K284　　硝子体置換術

2270点
7040点
4220点
3040点
9540点
52600点
3510点
41000点
5600点
2620点
7920点

1980点
6130点
3670点
2650点
8300点
(新設)
3060点
(新設)
(新設)
2280点
6890点
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A400 1 短期滞在手術等基本料１
［基本的な考え方、具体的内容］
　実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について評価を見直す。
　 短期滞在手術等基本料１について、対象手術等の入院外での実施状況を踏まえ、適切な
評価を行う観点から評価を見直す。
【改定のポイント】
　短期滞在手術等基本料１は、下記のように新たな区分が設けられ、点数変更もある。
　イ　主として入院で実施されている手術を行った場合　　　ロ　イ以外の場合

改定後 現行

【短期滞在手術等基本料1】
１　短期滞在手術等基本料１（日帰りの場合）
　イ　 主として入院で実施されている手術を行った

場合
　（1）麻酔を伴う手術を行った場合　　2947点
　（2）(1）以外の場合　　　　　　　 2718点

　ロ　イ以外の場合
　（1）麻酔を伴う手術を行った場合　　1588点
　（2）(1）以外の場合　　　　　　　 1359点

【短期滞在手術等基本料1】
１　短期滞在手術等基本料１（日帰りの場合）
　イ　麻酔を伴う手術を行った場合　2947点

　ロ　イ以外の場合　　　　　　　　2718点

26
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A400 1 短期滞在手術等基本料１

改定後 現行

【短期滞在手術等基本料１】
１　短期滞在手術等基本料１（日帰りの場合）
　イ　 主として入院で実施されている手術を行った場合
　（1）麻酔を伴う手術を行った場合　　2947点
　（2）(1）以外の場合　　　　　　　　2718点

　ロ　イ以外の場合
　（1）麻酔を伴う手術を行った場合　　1588点
　（2）(1）以外の場合　　　　　　　　1359点

【短期滞在手術等基本料１】
１　短期滞在手術等基本料１（日帰りの場合)
　イ　麻酔を伴う手術を行った場合　
　　　　　　　　　　　　　　　　2947点

　ロ　イ以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　2718点

【短期滞在手術等基本料1】
［算定要件］
（3）短期滞在手術等基本料の「1」の「イ」
　　 主として入院で実施されている手術を行った場合
とは、以下に掲げる手術等を行った場合をいう。

　ア～キ（省略）
　ク　K282　 水晶体再建術１眼内レンズを挿入する

場合のイ逢着レンズを挿入するもの
　ケ　K282　 水晶体再建術２眼内レンズを挿入しな

い場合
　コ　K282　 水晶体再建術３計画的後嚢切開を伴う

場合
（４)～(16)（略）

（新設）
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A400 2 短期滞在手術等基本料３
【改定のポイント】
　短期滞在手術等基本料３は、片側・両側の設定と点数の見直しが行われる。

改定後 現行
イ～ヨ［省略］
タ　K202　涙管チューブ挿入術　１ 涙道内視鏡を用いるもの（片側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）
レ　K202　涙管チューブ挿入術　１ 涙道内視鏡を用いるもの（両側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

8663点
8589点
13990点
13916点

イ～ヨ［省略]
11312点
11238点

片側・両側の
設定が無い

ソ　K217　眼瞼内反症状手術　　２ 皮膚切開法（片側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）
ツ　K217　眼瞼内反症状手術　　２ 皮膚切開法（両側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

6524点
6450点
14425点
14351点

10654点
10580点

片側・両側の
設定が無い

ネ　K219　眼瞼下垂手術　　　　１ 眼瞼挙筋前転法（片側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）
ナ　K219　眼瞼下垂手術　　　　１ 眼瞼挙筋前転法（両側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

11000点
10926点
19357点
19283点

18016点
17942点

片側・両側の
設定が無い

ラ　K219　眼瞼下垂手術　　　　３ その他のもの（片側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）
ム　K219　眼瞼下垂手術　　　　３ その他のもの（両側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

10493点
10419点
17249点
17175点

16347点
16273点

片側・両側の
設定が無い

ウ　K224　翼状片手術（弁の移植を要するもの）（片側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）
ヰ　K224　翼状片手術（弁の移植を要するもの）（両側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

8437点
8363点
13030点
12956点

9431点
9357点

片側・両側の
設定が無い

A400 2 短期滞在手術等基本料3
短期滞在手術等基本料３は、片側・両側の設定と点数の見直しが行われる。
短期滞在手術等基本料３については実態を踏まえ、40歳未満の勤務医師、事務職員等の
賃上げに資する措置も考慮した評価の見直し、一部の対象手術等の評価の精緻化を行う。

改定後 現行
ノ　K242　斜視手術　　　２ 後転法（片側）
　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）
オ　K242　斜視手術　　　２ 後転法（両側）
　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

13877点
13803点
19632点
19558点

18326点
18252点

片側・両側の
設定が無い

ク　K242　斜視手術　　　３ 前転法及び後転法の併施（片側）
　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）
ヤ　K242　斜視手術　　　３ 前転法及び後転法の併施（両側）
　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

20488点
20414点
33119点
33045点

22496点
22422点

片側・両側の
設定が無い

マ　K254　治療的角膜切除術１エキシマレーザーによるもの（片側）
　　　　　　（角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る）
　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）
ケ　K254　治療的角膜切除術１エキシマレーザーによるもの（両側）
　　　　　　（角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る）
　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

16748点
16674点

28464点
28390点

20426点
20352点

片側・両側の
設定が無い

フ　K268　緑内障手術　　６ 水晶体再建術併用眼内ドレーン術（片側）
　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）
コ　K268　緑内障手術　　６ 水晶体再建術併用眼内ドレーン術（両側）
　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

34516点
34442点
67946点
67872点

37155点
37081点

片側・両側の
設定が無い
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A400 2 短期滞在手術等基本料3
短期滞在手術等基本料３については実態を踏まえ、40歳未満の勤務医師、事務職員等の
賃上げに資する措置も考慮した評価の見直し、一部の対象手術等の評価の精緻化を行う。

改定後 現行

エ　K282　水晶体再建術１眼内レンズを挿入する場合
　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　その他のもの（片側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

17457点

17383点

17888点

17814点

テ　K282　水晶体再建術１眼内レンズを挿入する場合
　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　その他のもの（両側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

31685点

31611点

32130点

32056点

ア　K282　水晶体再建術２眼内レンズを挿入しない場合（片側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

14901点
14827点

15059点
14985点

サ　K282　水晶体再建術２眼内レンズを挿入しない場合（両側）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（生活療養を受ける場合にあっては）

キ　～　イヰ　［省略］

25413点
25339点

25312点
25238点

ヤ～イタ（略)
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特定保険医療材料
【改定のポイント】
　網膜硝子体手術用材料
　 代替するものがない特定保険医療材料であり、関連学会からも供給継続の要望があるこ
とから、供給困難例として原価計算方式による区分の償還価格の見直しを行う。

機能区分 新　償還価格 現行　償還価格

143網膜硝子体手術用材料 29,500円 28,300円
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バイオ後続品の使用促進
①  入院医療においてバイオ後続品を使用している保険医療機関において、患者に対して
バイオ後続品の有効性や安全性について十分な説明を行った上で使用し、成分の特性
を踏まえた使用目標を達成した場合の評価を新設する。

（新設）バイオ後続品使用体制加算（入院初日）　100点

［対象患者］
　 入院患者であってバイオ後続品のある先発医薬品（バイオ後続品の適応のない患者に対
して使用する先発バイオ医薬品は除く）及びバイオ後続品を使用している患者。

［算定要件］
　 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関に入院している患者［第1節の入院基本料（特別入院基本料等含む）又
は第３節の特定入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る］であって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品（バイオ後続品
のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く）及びバイオ後続品を使用する患
者について当該基準に係る区分に従い、それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。

バイオ後続品の使用促進
［施設基準］
（１）バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されていること。
（２） 直近１年間にバイオ後続品のある先発バイオ医薬品（バイオ後続品の適応のない患者に対して

使用する先発バイオ医薬品は除く。）及びバイオ後続品の使用回数が100回を超えること。
（３） 当該保険医療機関において調剤したバイオ後続品のある先発バイオ医薬品（バイオ後続品の適

応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。）及びバイオ後続品について、当該
薬剤を合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合について、以下のい
ずれも満たすこと。

　　イ　 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品（バイオ後
続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。）及びバイオ後続品につ
いて当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が80％以上で
あること。ただし当該成分の規格単位数量が50未満の場合を除く。

　　　　① エポエチン　　② リツキシマブ　　③ トラスツズマブ　　④ テリパラチド
　　ロ　 次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品（バイオ後

続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。）及びバイオ後続品につ
いて当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が50％以上で
あること。

　　　　ただし、当該成分の規格単位数量が50未満の場合を除く。
　　　　① ソマトロピン　　　　　　② インフリキシマブ　　③ エタネルセプト
　　　　④ アガルシダーゼベータ　　⑤ ベバシズマブ　　　　⑥ インスリンリスプロ
　　　　⑦ インスリンアスパルト　　⑧ アダリムマブ　　　　⑨ ラニビズマブ
（４） バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示

していること。
（５）(４）の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
［経過措置］令和７年５月31日までの間に限り、(５）に該当するものとみなす。
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投薬用の薬剤容器

バイオ後続品の使用促進

◯  投薬時の薬剤容器等については、衛生上の理由等から薬局において再利用されていな
い現状を踏まえ、変換に関する規定の見直しを行う。

　【改定のポイント】
　　投薬時の薬剤容器： 患者が医療機関又は薬局に当該容器を返還した場合の実費返還の

取り扱いを廃止する。

改定後 現行

医科診療報酬点数表
【第５部　投薬】
〈通則〉１・２・４・５（略）

３． 投薬時において薬剤の容器を交付する場合
はその実費を徴収できる。

医科診療報酬点数表
【第５部　投薬】
〈通則〉１・２・４・５（略）

３． 投薬時における薬剤の容器は原則として保
険医療機関から患者へ貸与するものとす
る。なお、患者が希望する場合には患者に
その実費を求めて容器を交付できるが、患
者が当該容器を返還した場合には、当該容
器が再使用できるものについて当該実費を
返還しなければならない。

②  バイオ後続品導入初期加算の対象患者について、外来化学療養を実施している患者か
ら、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に見直す。

改定後 現行
【第６部　注射】
［算定要件］
　通則７　 入院中の患者以外の患者に対する注射

に当たって、バイオ後続品に係る説明
を行い、バイオ後続品を使用した場合
は、バイオ後続品導入初期加算として
当該バイオ後続品の初回の使用日の属
する月から起算して３月を限度として
月１回に限り150点を更に所定点数に
加算する。

【第６部　注射】
［算定要件］
　通則７　 前号に規定する場合であって、当該患

者に対し、バイオ後続品に係る説明を
行い、バイオ後続品を使用した場合は
バイオ後続品導入初期加算として、当
該バイオ後続品の初回の使用日の属す
る月から起算して３月を限度として月
１回に限り150点を更に所定点数に加
算する。

③  ②に伴い外来腫瘍化学療法診療料におけるバイオ後続品導入初期加算は廃止する。

改定後 現行
【外来腫瘍化学療法診療料】
（削除）

【外来腫瘍化学療法診療料】
注７　 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明

を行い、バイオ後続品を使用した場合は、
バイオ後続品導入初期加算として、当該バ
イオ後続品の初回の使用日の属する月から
起算して３月を限度として、月１回に限り
150点を更に所定点数に加算する。
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書面掲示事項のウェブサイトへの掲載
【具体的内容】
　 保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者における書面掲示について、原則として
ウェブサイトに掲載しなければならないこととする。

【改定のポイント】
　 書面掲示事項につき、療養の内容及び費用に関する事項をWEBサイトにも掲載しなけ
ればならないとの一文が療養担当規則や施設基準に新設されている点に注意が必要であ
る。
　 経過措置期間有り。

書面掲示事項のウェブサイトへの掲載
【書面掲示事項（診療所又は病院、病棟の見やすい所)、WEB掲載事項】
　〈療養担当規則〉
　　　食事療養（内容と費用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五条の三第四項
　　　生活療養（食事内容向上、温度、照明、給水に関する療養環境、費用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五条の三の二　
　　　評価療養、患者申出療養、選定療養（それぞれの内容と費用）　第五条の四

〈療担規則及び薬担規則ならびに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項〉
　眼科関連事項抜粋
　・ 保険医療機関及び保険薬局の明細書の発行状況に関する掲示（明細書発行体制加算）
　・ 役務の提供及び物品の販売であって患者から費用の支払を受けるものに関する事項
　　（法令規定に基づく）
　・予約診療を行う日時及び予約料
　・コンタクトレンズ検査料
　・ 眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に係る特別の料金その他必要
事項

　・外来後発医薬品使用体制加算１、２、３の施設基準に新設された事項
　・処方箋料（一般名処方加算１、２）の施設基準に新設された事項
　・バイオ後続品の使用
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お願い

　◎ 診療報酬本体［６月施行］
　　  点数、施設基準に関する疑義解釈、届出（様式）等については新情報が判

明次第、本会ホームページ・会員ページの令和６年度診療報酬改定・健保
関連事項欄に掲載します。

　◎  本会事務局へお問い合わせいただきましても回答しかねますのでご遠慮願
います。
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